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７．その他利用促進等について 
 

7-1 地域観光交通の愛称（ネーミング） 
平成 27 年度に予定されている地域観光交通の実証実験運行時に、糸満市～那覇空港直行バス

と同様に、利用者からの親しみ易さ、認知度の向上などを目的にネーミングを行う。 

 

「糸満市～那覇空港直行バス」ネーミング募集結果  応募件数：1,535件（658人） 

 

 

 

 

 

 

「地域観光交通」のネーミング検討結果 

 

 

 

 

 
キャラクター：いとちゃん 

※商工会により糸満の特産品をＰＲするために設定 

※現在商工観光課にて同キャラクターを使ったブラ 

ンディングの検討が進められている       

 

表 7-1 ネーミングにあたって特徴毎に抽出されたキーワード 

小 型 
ぐなー（方言）、くーてん（方言）、ちび（方言）、 

ミニ、スモール、リトル（英語）、プチ（フランス語）、ピックル（イタリア語） 

区 域 
まーい（方言） 

エリア、ゾーン、ラウンド（英語） 

乗 合 
まじゅん（方言）、まんちゃー（方言）、やーにんじゅ（方言）、ゆんたく（方言）、

うまんちゅ（方言） 

行 く 

りっか（方言）、いくんどー（方言）、いちゅん（方言）、あっちゃー（方言）、 

よんなー（方言）、あしび（方言）、なーひん（方言）、すーじー（方言） 

ゴー（英語） 

予 約 リザーブ（英語） 

その他 
あるっく（糸満市観光協会による散策型観光商品の名称）、 

循環バス、ラウンドバス、ミニバス 

  

 

表 7-2 ネーミング候補案（地域観光交通幹事会・合同委員会の選考結果） 

No ネーミング候補 幹事会 合同委員会 

1 いとちゃん mini（ミニ）    ※mini いとちゃん 4 10 

2 ピックルー いとちゃん 0 8 

3 あるっく いとちゃん      ※あ・るっく いとちゃん 2 0 

4 プチ いとちゃん        ※プチバス いとちゃん 1 0 

5 いくんどー いとちゃん 1 0 

6 ゆんたくバス 1 0 

7 いとちゃんチビバス 1 0 

糸満市～那覇空港直行バスの愛称：いとちゃんバス 

地域観光交通の愛称：いとちゃんmini   
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7-2 いとちゃんminiのロゴ化・ラッピングデザイン 
糸満市～那覇空港直行バスにおいては 1月 5日～1月 31日にかけてデザインの一般募集が行わ

れ 70 点を超える応募があった。その後、糸満市役所における選定作業を経てラッピングデザイ

ン及びネーミングのロゴ化が行われている。 

地域観光交通においては糸満市～那覇空港直行バスと連携した実験運行、プロモーション（広

報活動）を実施するため、ネーミング同様に直行バスの各種デザインを活用し、ポスター／チラ

シ／ホームページ等でも共通したデザイン（トータルデザイン）を採用する。 

なお、ラッピングに関しては運行上の安全や、乗客席から車外（景色）の視認性に配慮して窓

へのラッピングは最大限控えるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 いとちゃんバス、いとちゃん mini ロゴ化デザイン 
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図 7-2 いとちゃんバス ラッピングデザイン 
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図 7-3 いとちゃん mini ラッピングデザイン 
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7-3 その他糸満市公共交通の活性化等に資する事業計画（素案） 
 

7-3-1 モビリティ・マネジメントの実施 
 モビリティ・マネジメント（MM:Mobility Management）により、渋滞や環境、あるいは個人の健

康等の問題に配慮して、過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車などを「かしこく」使う方

向へと自発的に転換することを促す。 

具体的には、地域住民・児童・企業・転入者等を対象にコミュニケーション施策を中心として、

様々な運用施策、システムの導入や改善、それらを実施主体の組織の改変や新たな組織の創出など

を実施しつつ、持続的に展開していく。 

沖縄県が 2012年から実施している「わった～バス党」キャンペ

ーンもモビリティ・マネジメントの一環であり、これら全県的な取

り組みとの連携・協働も効果的であると考えられる。 

  

☆道徳☆
社会的に過度に車
移動に依存するよう
な非協力行動をとっ
てはいけない

☆信頼☆
公共交通を利用する
イメージが身に付く

☆知識☆
過度に車移動に依
存することは健康・
環境的に悪影響を及
ぼし事故のリスクも
高い事を知っている

問題意識

健康や環境に配
慮することは重要
だと思う気持ち

個人規範

車利用を減らすこ
とは社会的に良い
事だと思う気持ち

知覚制御

車利用を減らす
ことは難しくない
と思う気持ち

行動意図

車利用を減らそう
と思う気持ち

事実情報提供法

依頼法 行動プラン法

アドバイス法 フィードバック法

ニュースレター配布 ／ ワークショップ開催

トライアル

試験的に車利用
を減らす行動

GOAL!

協力行動

習慣的に車利用を
減らす行動

対象者の心理的状態や行動の変化

代表的なMMコミュニケーション施策

※知識・信頼・道徳
協力行動の３心理要因

第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ

ワンショットTFP
簡易TFP

フルセットTFP

検討ポイント
異なる地域（状況）
や対象者に対して
「どの様な情報」を
「どの様なタイミン
グ・方法」で提供
（コミュニケーショ
ン）すれば心理・行
動の変化が期待で
きるのか？

アンケート アンケート

 
図 7-4 モビリティ・マネジメントのフロー図 

 

■学校教育におけるＭＭ実施例 

 

 

 

 

 

 

 

 

■転入者ＭＭ実施例 

市役所へ「転入届」を提出する際、受付窓口で公共交通マップや意識の変化を促す動機付けチ

ラシなどを配布する。 

気づき 

家庭の CO₂排出量の計算 

学校周辺の大気調査（実地） 

人口・自動車台数の推移 

近くの渋滞個所とメカニズ

ムなど 

考える 

望ましいまちとくらし（ビ

ジョン） 

改善方法を考える 

自分達ができること（行動

プラン） 

体験・実行・まとめ報告 

公共交通機関の利用体験 

行動プランの実施（トライ

アル） 

CO₂削減効果の発表など 
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7-3-2 ＩＣ乗車券（OKICA：オキカ）の導入 
 平成 26 年 10 月より沖縄都市モノレールで導入され、平成 27 年度より県内路線バスへの導入が

予定されているＩＣ乗車券「OKICA：オキカ（沖縄 IC カード株式会社）」を導入する事により運賃

支払・乗継利便性の向上を図る。 

 なお、導入にあたっては簡易型精算機（カードリーダータイプ等）の開発・提供を待つ必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-5 OKICAデザイン 

  

OKICA:オキカの主な特徴 

・SF（ストアードフェア式） 

 IC カードにチャージ（入金、最高 3万円）し、運賃として使用できる 

・デポジット 

 IC カード初回購入時に保証金として 500円を預かり、カードを解約する際に返金する 

・ポイントサービス 

 ICカードで支払った運賃に対して、毎月一定額以上利用した場合にたまる特典 

1P＝1円換算で、100P以上たまるとチャージ金として利用できる 

 ・地域独立型カード 

 

 



 

8-1 

８．実証実験運行計画 
 平成 27 年度に実施予定の「糸満市～那覇空港直行バス実証実験」に併せ、地域観光交通の実証

実験運行を下記内容で行う。 

 

8-1 実証実験内容 
表 8-1 地域観光交通運行計画 

 

図 8-1 運行エリア（三和・高嶺・糸満・西崎地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 概   要 

運行期間 平成 27年 5月 1日～平成 27年 12 月 31日（245 日：8カ月間） 

運行形態 
区域運行（ミーティングポイント型：乗降場所・出発時間が定められている） 

※乗降場所は各地域のコミュニティセンターや観光資源を想定（次頁参照） 

運行区域 三和・高嶺・糸満・西崎 4地区 

運行回数 7:00 ～ 20:00 毎時 1便（14便／日） 

運  賃 
対キロ区間制：～3kmまで 300円、3～6kmまで 400円、6km以上 500円 

小人（小学生～中学生）・免許返納者・障がい者は半額、一日乗車券：1,000円 

運行主体 一般乗合旅客自動車運送事業者（第４条乗合許可）への委託 

運行車両 大型ワゴン（乗車定員 10名） ※糸満市からの車両貸与 

留意事項 ・既存の国吉線／南部循環線は同時運行（影響市町村：糸満市のみ） 

▲車両イメージ 

▲ミーティングポイント 

仮設イメージ 
※地点名称のほか、観光客／外

国人等に配慮して記号や番号に

よる表記・案内を行う 

Ｍ-19 
米須 
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通
番

地
　
区

地
　
域

名
　
称

種
　
別

対
　
象

備
考

1
西
崎
地
区

西
崎
４
丁
目

道
の
駅
い
と
ま
ん
前

既
存
バ
ス
停
（
直
行
バ
ス
）

観
光
客

2
西
崎
地
区

西
崎
１
丁
目

水
産
高
校
前

既
存
バ
ス
停

住
民

3
西
崎
地
区

西
崎
４
丁
目

サ
ン
サ
ン
キ
ッ
チ
ン
前

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

4
西
崎
地
区

西
崎
５
丁
目

ま
さ
ひ
ろ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
前

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

5
西
崎
地
区

西
崎
３
丁
目

ホ
テ
ル
ス
ポ
ー
ツ
ロ
ッ
ジ
糸
満

宿
泊
施
設

観
光
客

6
西
崎
地
区

西
崎
町
１
丁
目

美
々
ビ
ー
チ

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

7
西
崎
地
区

西
崎
１
丁
目

サ
ザ
ン
ビ
ー
チ
ホ
テ
ル
前

既
存
バ
ス
停
（
直
行
バ
ス
）

観
光
客

8
糸
満
地
区

潮
崎
町
一
丁
目

糸
満
市
役
所

公
共
施
設

住
民

9
糸
満
地
区

潮
崎
町
二
丁
目

潮
崎
二
丁
目

既
存
バ
ス
停

観
光
客

1
0
糸
満
地
区

字
糸
満
町
端
区

糸
満
市
場
入
口

既
存
バ
ス
停

住
民

1
1
糸
満
地
区

字
糸
満
新
屋
敷
区

糸
満
小
学
校
前

既
存
バ
ス
停

観
光
客

1
2
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

真
栄
里
入
口

既
存
バ
ス
停
（
直
行
バ
ス
）

観
光
客

1
3
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

南
部
病
院

病
院

住
民

1
4
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

南
部
病
院
前

既
存
バ
ス
停
（
直
行
バ
ス
）

観
光
客

1
5
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

海
ん
道

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

1
6
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

糸
満
市
立
中
央
図
書
館

公
共
施
設

住
民

1
7
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

ク
－
ル

既
存
バ
ス
停

住
民

1
8
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

真
栄
里

そ
の
他

住
民

1
9
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

田
原
入
口

既
存
バ
ス
停

住
民

2
0
高
嶺
地
区

字
真
栄
里

真
謝
原
団
地
前

団
地

住
民

2
1
高
嶺
地
区

字
国
吉

国
吉
（
西
）

そ
の
他

住
民

2
2
高
嶺
地
区

字
国
吉

国
吉
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

公
民
館

住
民

2
3
高
嶺
地
区

字
国
吉

新
垣
団
地

団
地

住
民

5
0
世
帯

2
4
高
嶺
地
区

字
大
里

高
嶺
団
地
前

団
地

住
民

9
4
戸

2
5
高
嶺
地
区

字
大
里

南
山
城
跡
前

史
跡
等

観
光
客

2
6
高
嶺
地
区

字
大
里

大
里
公
民
館

公
民
館

住
民

2
7
高
嶺
地
区

字
大
里

高
嶺
郵
便
局
前

そ
の
他

観
光
客

2
8
高
嶺
地
区

字
与
座

与
座
川

史
跡
等

観
光
客

2
9
高
嶺
地
区

字
与
座

与
座
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前

公
民
館

住
民

3
0
高
嶺
地
区

字
与
座

大
里

既
存
バ
ス
停

住
民

3
1
高
嶺
地
区

字
与
座

与
座

既
存
バ
ス
停

住
民

3
2
高
嶺
地
区

字
豊
原

豊
原
（
東
）

そ
の
他

住
民

3
3
高
嶺
地
区

字
豊
原

豊
原

既
存
バ
ス
停

住
民

3
4
三
和
地
区

字
名
城

名
城

既
存
バ
ス
停

住
民

3
5
三
和
地
区

字
名
城

名
城
（
南
）

そ
の
他

住
民

3
6
三
和
地
区

字
小
波
蔵

小
波
蔵
公
民
館
前

公
民
館

住
民

3
7
三
和
地
区

字
小
波
蔵

小
波
蔵
（
西
）

宿
泊
施
設

観
光
客

ペ
ン
シ
ョ
ン
南
の
楽
園
、
民
宿
糸
満
ガ
リ
ガ
リ
―
お
お
し
ろ

3
8
三
和
地
区

字
喜
屋
武

喜
屋
武
小
学
校
前

既
存
バ
ス
停

住
民

3
9
三
和
地
区

字
喜
屋
武

喜
屋
武
（
西
）

そ
の
他

住
民

4
0
三
和
地
区

字
喜
屋
武

喜
屋
武
公
民
館

公
民
館

住
民

4
1
三
和
地
区

字
喜
屋
武

喜
屋
武
（
南
）

そ
の
他

住
民

4
2
三
和
地
区

字
喜
屋
武

具
志
川
城
跡

史
跡
等

観
光
客

4
3
三
和
地
区

字
喜
屋
武

喜
屋
武
岬

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

4
4
三
和
地
区

字
伊
敷

伊
敷

そ
の
他

住
民

4
5
三
和
地
区

字
糸
洲

糸
洲
農
事
集
会
所
前

公
民
館

住
民

4
6
三
和
地
区

字
南
波
平
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波
平

そ
の
他

住
民

4
7
三
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地
区

字
福
地

琉
球
ガ
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ス
村

観
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施
設
・
資
源

観
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客

4
8
三
和
地
区

字
福
地

福
地
公
民
館
前

公
民
館

住
民

4
9
三
和
地
区

字
束
里
旧
束
辺
名
区

束
辺
名

そ
の
他

住
民
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0
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和
地
区

字
伊
原
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入
口

既
存
バ
ス
停

住
民

5
1
三
和
地
区

字
伊
原

ひ
め
ゆ
り
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リ
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ッ
ク
前

病
院

住
民

5
2
三
和
地
区

字
山
城

山
城
集
落
セ
ン
タ
ー
前

公
民
館

住
民

※
住
宅
街
か
ら
離
れ
て
い
る

5
3
三
和
地
区

字
山
城

平
和
創
造
の
森
公
園
入
口

公
共
施
設

観
光
客

5
4
三
和
地
区

字
束
里
旧
上
里
区

上
里
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前

公
民
館

住
民

5
5
三
和
地
区

字
真
壁

真
壁

既
存
バ
ス
停

観
光
客

5
6
三
和
地
区

字
真
壁

保
育
所
前

既
存
バ
ス
停

住
民

5
7
三
和
地
区

字
真
壁

真
壁
（
西
）

そ
の
他

住
民

5
8
三
和
地
区

字
米
須

ひ
め
ゆ
り
の
塔
前

既
存
バ
ス
停
（
直
行
バ
ス
）

観
光
客

5
9
三
和
地
区

字
米
須

沖
縄
菩
提
樹
苑
前

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

6
0
三
和
地
区

字
米
須

米
須
団
地
前

団
地

住
民

5
0
世
帯

6
1
三
和
地
区

字
米
須

米
須
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前

公
民
館

観
光
客

6
2
三
和
地
区

字
米
須

米
須
入
口

既
存
バ
ス
停

観
光
客

6
3
三
和
地
区

字
米
須

米
須
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
前

そ
の
他

観
光
客

6
4
三
和
地
区

字
新
垣

新
垣
（
西
）

そ
の
他

住
民

6
5
三
和
地
区

字
新
垣

新
垣
（
東
）

そ
の
他

住
民

6
6
三
和
地
区

字
新
垣

パ
ー
ム
ヒ
ル
ズ
ゴ
ル
フ
リ
ゾ
ー
ト
ク
ラ
ブ

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

6
7
三
和
地
区

字
真
栄
平

勝
連
病
院

病
院

住
民

6
8
三
和
地
区

字
真
栄
平

南
山
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

6
9
三
和
地
区

字
真
栄
平

真
栄
平
公
民
館

公
民
館

住
民

7
0
三
和
地
区

字
真
栄
平

真
栄
平
（
東
）

そ
の
他

住
民

7
1
三
和
地
区

字
宇
江
城

宇
江
城

既
存
バ
ス
停

住
民

7
2
三
和
地
区

字
大
度

晴
明
病
院

病
院

住
民

7
3
三
和
地
区

字
大
度

大
度
公
民
館
前

公
民
館

住
民

7
4
三
和
地
区

字
大
度

さ
つ
き
の
城
自
治
会
館

公
民
館

住
民

7
5
三
和
地
区

字
米
須

摩
文
仁
フ
ァ
ミ
リ
ー
ラ
ン
ド
前

既
存
バ
ス
停

観
光
客

7
6
三
和
地
区

字
大
度

大
度

宿
泊
施
設

観
光
客

み
ん
宿
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
、
プ
チ
ホ
テ
ル
Ｃ
ＩＭ

Ａ
、
民
宿
よ
ん
な
ー

7
7
三
和
地
区

字
大
度

大
度
浜
海
岸

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

7
8
三
和
地
区

字
摩
文
仁

摩
文
仁
児
童
体
育
施
設

公
民
館

住
民

7
9
三
和
地
区

字
摩
文
仁

平
和
祈
念
公
園

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客

案
内
所
前

8
0
三
和
地
区

字
摩
文
仁

糸
満
観
光
農
園

観
光
施
設
・
資
源

観
光
客
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表 8-3 ミーティングポイント案の分類別設定数 

分類 
観光客 

向け 

観光客＋住民 

向け 
計 

既存バス停 5 12 17 

既存バス停（直行バス） 5  5 

観光施設・資源 12  12 

史跡等 3  3 

宿泊施設 3  3 

公共施設 1 2 3 

公民館等 1 13 14 

団地  4 4 

病院  4 4 

その他 2 13 15 

総計 32 48 80 

 

表 8-4 地区別ミーティングポイント案数 

分類 
観光客 

向け 

観光客＋住民 

向け 
計 

西崎地区 6 1 7 

糸満地区 2 2 4 

高嶺地区 6 16 22 

三和地区 18 29 47 

総計 32 48 80 

 

 

8-2 予約受付・運行管理体制 
実験期間中は、予約受付及び運行管理を目的として、下記に示す予約センター（仮称）を設置す

る。設置場所は運行車両の待機場所を兼ねる方が合理的であるため、糸満市内が望ましい。 

 

表 8-5 予約センター（仮称）の概要 

運営期間 地域観光交通の運行期間中は毎日運営 

運営時間 6:30～20:30（14時間程度） 

※当日受付について、7 時台の便は前日までに予約して頂くものとし、運行時

間帯は 8時台の便から予約受付を開始する事を想定している。 

人員体制 オペレーター2名程度 

運営設備 ・予約受付／運行管理システム（クラウド型サービス）及び車載器 

・電話回線（2回線程度） 

・インターネット回線 

・パソコン（2台程度） 等 
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8-3 実験調査、評価・検証項目 
 実験期間中に調査及び評価・検証すべき項目について下記に整理する。 

 

8-2-1 乗車実績等調査 

 ①調査項目 

 ・集計単位：日別／月別／曜日別／地域別 

 ・予約管理システムの履歴データによる乗車人数、ＯＤ調査（乗車箇所→降車箇所） 

 ・市内タクシー事業者における配車実績（実験前中後） 

 ・既存路線バス乗車実績（対象路線：国吉線・南部循環線・玉泉洞糸満線） 

 

 ②評価・検証項目 

 ・事業採算性の検証 

・他交通事業者への影響評価 

・利用頻度によるサービス水準の評価／見直し（運行回数、ミーティングポイント数等） 

 ・評価結果に基づく観光プログラム等の改善等 

 

8-2-2 地域観光交通利用者アンケート（車内アンケート） 

 ①調査項目 

 ・利用者属性（居住地域／年齢／性別／職業／同乗者人数） 

 ・利用目的（利用頻度／利用時間帯／乗降場所） 

 ・自宅／目的地からミーティングポイントまでのおおよその距離 

 ・他交通手段との組み合わせ利用状況に関すること 

 ・従前利用交通機関に関すること（地域観光交通が無い場合の手段） 

 ・利用満足度（併せて不満な点） 

 ・地域観光交通を使って便利になった点 

 ・地域観光交通を知ったきっかけ 

 ・今後の利用可能性 

 ・その他観光客の動向（宿泊先、訪問先、消費活動に関すること） 

 

 ②評価・検証項目 

 ・満足度等によるサービス水準の評価／見直し（運行回数、ミーティングポイント箇所等） 

 ・告知方法の評価／見直し 

 ・波及効果（経済／地域活性化等）の検証 

 ・評価結果に基づく観光プログラム等の改善等 

 

8-2-3 住民／事業者アンケート（郵送配布・回収） 

 ①調査項目 

 ・利用者属性（居住地域／年齢／性別／職業） 

 ・地域観光交通の利用状況（認知度、知ったきっかけを含む） 
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 ・主な利用目的／利用しない理由 

 ・よく利用するミーティングポイントと自宅／店舗等からの距離 

 ・利用満足度（併せて不満な点） 

 ・地域観光交通を使って便利になった点 

 ・今後の利用可能性 

 ・本格運行の必要性 

 ・その他事業者向け（来店者等における利用状況、来店者数の変化、売上への影響など） 

 

 ②評価・検証項目 

 ・満足度等によるサービス水準の評価／見直し（運行回数、ミーティングポイント箇所等） 

 ・告知方法の評価／見直し 

 ・波及効果（経済／地域活性化等）の検証 

 ・評価結果に基づく観光プログラム等の改善等 

 

 

8-4 実証実験スケジュール 
実証実験期間は糸満市～那覇空港直行バスと連携したサービス提供を前提とし、同じく 5月～12

月の 8カ月間運行とする。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域観光交通実証実験運行

　利用者アンケート ● ● ● ●

　住民／事業者アンケート ●

　課題整理／まとめ

委員会／幹事会 ○ ○ ○ ○

平成27年度

 
 

※運行期間は運行申請手続きや認可時期／委託先調整等により変動も考えられる 

※利用者アンケート（車内）は随時実施するものとし季節毎に集計を行う 

※委員会／幹事会の日程は素案である 

※実験運行の事前告知等は「糸満市～那覇空港直行バス運行実験」との連携により 4月頃から開始

する（市広報紙／パンフレット／ポスター／ウェブ／記者発表等） 
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９．参考資料 
 

9-1 糸満市地域観光交通運行計画検討委員会及び幹事会 
検討委員会及び幹事を下記のとおり開催した。 

 

表 9-1 委員会及び幹事会開催一覧 

会議名称 開催日時・場所 内容 

第１回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 委員会 

平成26年8月22日 

14：00～16：00 

市役所3－A会議室 

本事業の背景と目的について 

１．上位・関連計画の整理 

２．地域及び公共交通の概況 

今後の検討項目について   

第１回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 幹事会 

平成26年8月29日 

14：00～16：00 

市役所3－A会議室 

本事業の背景と目的について 

１．上位・関連計画の整理 

２．地域及び公共交通の概況 

今後の検討項目について   

第２回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 幹事会 

平成26年10月17日 

14：00～16：00 

市役所3－A会議室 

３．利用者ニーズ調査 

４．事例調査 

５．糸満市における地域観光交通

システム 

第２回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 委員会 

平成26年11月7日 

14：00～16：00 

市役所4－b会議室 

３．利用者ニーズ調査 

４．事例調査 

５．糸満市における地域観光交通

システム 

第３回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 幹事会 

平成26年12月24日 

14：00～16：00 

市役所土地開発公社会議室 

５．糸満市における地域観光交通

システム 

６．その他利用促進等について 

第４回 糸満市地域観光交

通運行計画検討 幹事会 

平成27年1月19日 

14：00～16：00 

市役所3－C会議室 

５．糸満市における地域観光交通

システム 

６．その他利用促進等について 

７．実証実験運行計画 
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糸満市地域観光交通運行計画検討委員会設置要領 

 

平成 26年 8月 20日 制定 

 （趣旨） 

第１条 「新しい公共交通検討事業調査報告書（那覇空港直行バス路線実証実験計画策定）」

で示された糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験事業に併せて、本市中南部地域（県

道 77 号・糸満与那原線以南の地域）に点在する観光資源を活用した周遊型観光の実現、

来訪者の滞在時間を増加及び地域活性化を図り、地域観光交通運行計画策定に向け、総

合的な見地から必要な検討及び助言等を行うために、糸満市地域観光交通運行計画検討

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 周遊型観光交通の運行計画策定に関すること 

 (2) 糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験事業との連携に関すること 

 (3) その他、地域観光交通運行計画策定に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は、17人以下で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 有識者 

 (3) 各種団体の代表者 

 (4) 交通及び観光等の専門家 

 (5) 行政職職員 

 (6) その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、平成 28年３月 31日までとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又はかけたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 国、県及び市職員は課員をもって代理出席させることができる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことが

できる。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、糸満市企画開発部政策推進課が処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定

める。 

   附 則 

１ この要領は、平成 26年８月 20日から施行する。 

２ この要領は、平成 28年３月 31日限り、その効力を失う。 

 

 

 

  【委員会名簿】 

 氏  名 所属・役職 

委員 

（11人） 

島田 勝也 沖縄大学 地域研究所 特別研究員 

金城  哲 ときわ交通合資会社 運行管理者 

仲里  隆 有限会社美ら島 代表取締役 

源河 浩次 結株式会社 代表取締役社長 

山城  茂 米須自治会 会長 

屋嘉比康人 真栄里自治会 会長 

上原 匡雄 社会医療法人 友愛会 南部病院 

事務部 総務課長 

野原  哲 糸満市 市民健康部長 

金城  靖 糸満市 経済観光部長 

玉城 隆光 糸満市教育委員会 総務部長 

上原  司 糸満市 企画開発部長 
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糸満市地域観光交通運行計画検討幹事会設置要領 

 

平成 26年 8月 22日 制定 

 （趣旨） 

第１条 糸満市中南部地域（県道 77号・糸満与那原線以南）に点在する観光資源を活用し

た周遊型観光交通の実現、来訪者の滞在時間を増加及び地域活性化を図り、地域観光交

通運行計画（以下「計画」という。）策定にあたり、事業実施の受託機関である「一般社

団法人沖縄しまたて協会に、糸満市地域観光交通運行計画検討幹事会（以下「幹事会」

という。）を設置する。 

２ 幹事会は、糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験事業利用者の利便性や社会の実態

に即した新しい地域観光交通のあり方、事業手法や収支計画などの事項に関し、計画策

定について総合的な見地から協議することを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 幹事会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 周遊型観光交通の運行計画策定に関すること 

 (2) 糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験事業との連携に関すること 

 (3) その他、地域観光交通運行計画策定に関すること 

 （組織） 

第３条 幹事会は、８人以下で組織する。 

２ 幹事会に幹事長及び副幹事長１人を置く。 

３ 幹事長及び副幹事長は、幹事会において互選する。 

４ 幹事長は、会務を総理し、幹事会の議長となる。 

５ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又はかけたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第４条 幹事会は必要に応じて「一般社団法人沖縄しまたて協会」が招集する。 

２ 国、県及び市職員は課員をもって代理出席させることができる。 

３ 幹事長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことが

できる。 

（庶務） 

第５条 幹事会の庶務は、「一般社団法人沖縄しまたて協会」が処理する。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が別に定

める。 

   附 則 

１ この要領は、平成 26年 8月 22日から施行する。 

２ この要領は、平成 28年 3月 31日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

【資料１】 
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  【幹事会名簿】 

 氏  名 所属・役職 

幹事 

（７人） 

島田 勝也 沖縄大学 地域研究所 特別研究員 

吉野 達治 サザンビーチホテル＆リゾート  

営業部 営業支配人 

上原 慎平 道の駅いとまん管理組合（糸満漁協職員） 

仲吉 正弘 糸満市 市民健康部 市民生活環境課 参事兼課長 

福元 毅 糸満市 経済観光部 商工観光課 参事兼課長 

湖城 清 糸満市教育委員会 総務部 生涯学習課 

参事兼課長 

神谷 和男 糸満市 企画開発部 政策推進課 参事兼課長 
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9-2 糸満市「新しい公共交通検討事業」合同委員会 
合同委員会を下記のとおり開催した。 

 

表 9-1 合同委員会開催一覧 

会議名称 開催日時・場所 内容 

第１回 糸満市「新しい公共

交通検討事業」合同委員会 

平成26年12月19日 

10：00～12：00 

市役所3－C会議室 

進捗報告 

 糸満市～那覇空港直行バス 

 地域観光交通 

第２回 糸満市「新しい公共

交通検討事業」合同委員会 

平成27年1月30日 

10：00～12：00 

市役所3－C会議室 

検討結果報告 

 糸満市～那覇空港直行バス 

 地域観光交通   
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糸満市「新しい公共交通検討事業」合同委員会設置要綱  

 

平成 26 年 12 月 19 日  

（設置）  

第１条  糸満市「新しい公共交通検討事業」合同委員会 (以下「委員会」とい

う。)は、糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験検討委員会及び糸満市地

域観光交通運行計画検討委員会の連携を図るとともに、道路運送法 (昭和 26

年法律第 183 号 )の規定に基づき、地域における需要に応じた市内滞在者の

利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる

事項を協議するため設置する。  

（協議事項）  

第２条  委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。  

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関

する事項  

(2) 本市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項  

(3) 委員会の運営方法その他委員会が必要と認める事項  

（組織）  

第３条  委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 市長又はその指名する者  

(2) 糸満市～那覇空港直行バス路線実証実験検討委員会委員  

(3) 糸満市地域観光交通運行計画検討委員会委員  

(4) その他の市長が必要と認める者  

（任期）  

第４条  委員の任期は平成 28 年３月 31 日までとする。ただし、委員が欠け

た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第５条  委員会に委員長及び副委員長１人を置く。  

２  委員長及び副委員長は、合同委員会において互選する。  

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。  

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。  

（運営）  

第６条  委員会は委員長が招集し、委員長はその議長となる。  

２  委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３  会議の議事は、全会一致を原則とするが、成立しない場合においては出

席委員（代理出席の者を含む。）の３分の２以上の同意により決する。  

４  委員会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより

公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非

公開で行うものとする。  

５  委員は所属する行政機関、関係団体等の者をもって代理出席させること

ができる。  

６  委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聞くことができる。  
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（傍聴）  

第７条  傍聴席で委員会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍

聴人受付簿に記入しなければならない。  

２  委員長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。  

３  傍聴人は、議場に入ることができない。  

４  傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなけれ

ばならない。  

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。  

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。  

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、

又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。  

(4) 飲食又は喫煙しないこと。  

(5) みだりに席を離れないこと。  

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。  

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしない

こと。  

５  傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令

に従わないときは、これを退場させることができる。  

（協議結果の取扱い）  

第８条  委員会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

（報償費）  

第９条  委員が会議に出席した場合は報償費を支給する。  

２  前項に規定する報償費は、出席に応じてその都度支給する。  

３  委員のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者又はこれ

に準ずる者に対しては、報償費を支給しない。  

４  委員の報償費の支給額は、本市が定める講師等謝礼金支払基準表の規定

に準ずる。  

（庶務）  

第 10 条  委員会の庶務は、糸満市企画開発部政策推進課において処理する。 

 （補則） 

第 11 条  この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。  

附  則  

この訓令は、平成 26 年 12 月 19 日から施行する。  
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様式（第７条関係） 

糸満市「新しい公共交通検討事業」合同委員会 傍聴人受付簿 

 

番号 氏  名 住  所 
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糸満市「新しい公共交通検討事業」合同委員会 委員名簿 

 
 

 

氏  名 所属・役職 

大城 郁寛 【学識経験者】琉球大学法文学部 教授 

島田 勝也 【学識経験者】沖縄大学 地域研究所 特別研究員 

真栄城朝雄 【一般乗合旅客自動車運送事業者及びその団体】 

株式会社 琉球バス交通 業務部長 

金城  哲 【一般乗用旅客自動車運送事業者及びその団体】 

ときわ交通合資会社 運行管理者 

慶田 佳春 【一般乗合旅客自動車運送事業者及びその団体】 

一般社団法人 沖縄県バス協会 専務理事 

仲里  隆 【一般貸切旅客自動車運送事業者及びその団体】 

有限会社美ら島 代表取締役 

源河 浩次 【一般貸切旅客自動車運送事業者及びその団体】 

結株式会社 代表取締役社長 

根保 裕次 【一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織

する団体】沖交労・琉球バス組合 書記長 

伊敷 幸栄 【住民代表・利用者代表】糸満市自治連絡員会 会長 

大城 栄子 【住民代表・利用者代表】 

糸満市女性団体連絡協議会 更生保護女性会 

山城  茂 【住民代表・利用者代表】米須自治会 会長 

屋嘉比康人 【住民代表・利用者代表】真栄里自治会 会長 

成田佳奈子 【運輸支局】内閣府 沖縄総合事務局 運輸部 企画室長 

古堅 宗安 【運輸支局】内閣府 沖縄総合事務局 運輸部 陸上交通課長 

照屋 悟 【道路管理者】 

内閣府 沖縄総合事務局 南部国道事務所 副所長 

又吉 長賢 【都道府県警察】沖縄県 糸満警察署 交通課長 

嘉数 登 【地方公共団体】沖縄県 企画部 交通政策課長 

目島 憲弘 【観光関係者】 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

国内事業部長 

松茂良英次 【観光事業者】株式会社 南都 常務取締役 

上原 匡雄 【福祉自動車運送事業者】 

社会医療法人 友愛会 南部病院 事務部 総務課長 

金城 寛 【地方公共団体・道路管理者】糸満市 建設部長 

野原 哲 【地方公共団体】糸満市 市民健康部長 

金城 靖 【地方公共団体】糸満市 経済観光部長 

玉城 隆光 【地方公共団体】糸満市教育委員会 総務部長 

上原 司 【地方公共団体】糸満市 企画開発部長 
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